
法定相続分ケーススタディ①

配偶者 1/2 1/2 配偶者 死亡 死亡
子ども 1/3 1/6 愛人 0
子ども 1/3 1/6 子ども 2/3 2/3
子ども 1/3 1/6 非嫡出子（認知） 1/3 1/3

配偶者 1/2 1/2 配偶者 死亡 死亡
愛人 0 0 愛人 0

子ども 2/5 1/5 非嫡出子（認知） 1 1
子ども 2/5 1/5

非嫡出子（認知） 1/5 1/10

婚姻関係のない相手（非嫡出子の実親）には相
続権はありません。

【相続権のある配偶者が死亡】

【被相続人の直系尊属・直系卑属、兄弟姉妹がいない】

非嫡出子の相続割合は、認知されていれば嫡出
子の1/2。婚姻関係のない相手（非嫡出子の実
親）には相続権はありません。

配偶者と子ども（嫡出子）と非嫡出子が相続

1/2

非嫡出子が相続

配偶者と子ども（嫡出子）が相続

1/2

配偶者が亡くなっている場合の子どもの相続割合
は、各人1/3になります。

子ども（嫡出子）と非嫡出子が相続

法定相続分

配偶者,
1/2

子ども,
1/6

子ども,
1/6

子ども,
1/6

法定相続分

配偶者, 0

愛人, 0

子ども,
2/3

非嫡出子
（認知）,

1/3

法定相続分

配偶者,
1/2

愛人, 0子ども,
1/5

子ども,
1/5

非嫡出子
（認知）,
1/10

法定相続分

配偶者, 0

愛人, 0

非嫡出子
（認知）, 1



法定相続分ケーススタディ②

配偶者 2/3 2/3 配偶者 2/3 2/3
父 1/2 1/6 実父 1/2 1/12
母 1/2 1/6 実母 1/2 1/12

養父 1/2 1/12
養母 1/2 1/12

配偶者 3/4 3/4 配偶者 死亡 死亡
兄 1/3 1/12 兄 1/3 1/3
姉 1/3 1/12 姉 1/3 1/3
弟 1/3 1/12 弟 1/3 1/3

孫が代襲相続 配偶者と養子の実父母と養父母が相続

1/3
1/3

1/2

【被相続人に子どもや孫がいない】
1/2

【普通養子縁組で、子どもや孫がなく、実親・養親ともに健在】

父母のどちらかだけが存命の場合1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続 兄弟姉妹が相続

1/4

【被相続人に直系尊属、直系卑属がいない】 【配偶者、子どもや孫、実父母も死亡】

法定相続分

配偶者,
2/3

父,   1/6

母,   1/6

法定相続分

配偶者,
2/3

実父,
1/12

実母,
1/12

養父,
1/12

養母,
1/12

法定相続分

配偶者,
3/4

姉,   1/12
弟,   1/12

兄,   1/12

法定相続分

兄,  1/3

姉,  1/3

弟,  1/3



法定相続分ケーススタディ③

配偶者 1/2 1/2 配偶者 2/3 2/3
子ども 1/3 1/6 父 死亡 死亡
子ども 1/3 1/6 母 死亡 死亡
子ども 死亡 死亡 祖父（代襲） 1/6

孫（代襲） 1/2 1/12 祖母（代襲） 1/6
孫（代襲） 1/2 1/12

配偶者 3/4 3/4 配偶者 3/4 3/4
妹 1/3 1/12 父 死亡 死亡
弟 1/3 1/12 母 死亡 死亡
兄 死亡 死亡 兄 1/10

姪(代襲) 1/2 1/24 妹 1/10
甥（代襲） 1/2 1/24 後妻 0 0

異母兄弟 1/4 1/20

孫が代襲相続 祖父母が代襲相続

1/2

1/3
1/2

1/6
1/2

【相続権のある子どもや孫、両親、兄弟姉妹がなく、
一方の祖父母が健在】【相続権のある3人の子どものうち、孫のいる1人が死亡】

甥・姪が代襲相続 配偶者と異母兄弟姉妹が相続

1/4

1/4
2/5

1/12
2/5

【直系尊属、直系卑属がなく、３人の兄弟姉妹のうち1人が死亡】 1/5
【直系尊属、直系卑属がなく、兄弟姉妹之、異母兄弟がいる】

法定相続分

配偶者,
1/2

子ども,
1/6

子ども,
1/6

子ども, 0

孫（代襲）,
1/12

孫（代襲）,
1/12

法定相続分

配偶者,
2/3

父, 0母, 0

祖母（代
襲）,   1/6

祖父（代
襲）,   1/6

法定相続分

配偶者,
3/4

姪(代襲),
1/24

甥（代襲）,
1/24

弟,   1/12

兄, 0

妹,   1/12

法定相続分

配偶者,
3/4

父, 0

母, 0

兄,   1/10

妹,   1/10
後妻, 0

異母兄弟,
1/20


	ケース①

